【申請書１】　「代表理事」の変更登記申請書

　総会で役員の選挙があった場合、役員（代表理事）の就任承諾後２週間以内に、法務局に代表理事の変更登記申請をしなければなりません。また、代表理事の辞任により、理事会で新しい代表理事を選定した場合も同様です。

　代表理事の変更登記申請は、同一人が再選された場合でも必ず行わなければなりません。






※　理事会議事録における出席理事の押印は、全員個人の実印を押印し、添付書類として全員の印鑑証明書を添付します。ただし、旧代表理事が新理事に選任され、理事会議事録に代表理事印を押印した場合は、他の出席理事は認印でよく、印鑑証明書も不要です。
事業協同（企業・商工・協業）組合変更登記申請書


　１．名　　　　　　　称　　○○○○○協同（企業・商工・協業）組合


　１．主たる事務所　　岐阜県○○市○○町○丁目○○番地○


　１．登記の事由　　代表理事の変更


　１．登記すべき事項　　別紙のとおり


　１．添付書類　　定　　　款(又は定款抄本)　　１通


　　　　　　　　　　　　　　総会議事録　　　　　　　　　１通


　　　　　　　　　　　　　　　　理事の就任承諾は総会の議事録を援用する。


　　　　　　　　　　　　　　理事会議事録　　　　　　　　１通


　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事の就任承諾は理事会の議事録を援用する。


　　　　　　　　　　　　　　印鑑証明書(※)　　　　　 　○通


　　　　　　　　　　　　　　就任承諾書　　　　　　　　　○通


　　　　　　　　　　　　　　辞任届　　　　　　　　　　　１通


　上記のとおり登記の申請をする。


　　　令和○年○月○日


　　　　　　　　　　　　　　　　　岐阜県○○市○○町○丁目○○番地○


　　　　　　　　　　　　　　　　申請人　○○○○協同（企業・商工・協業）組合


　　　　　　　　　　　　　　　　　岐阜県○○市××町○丁目△△番地


　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事　　　○○○○　　　� eq \o\ac(◯,印)�





岐阜地方法務局　　御中





総会の席上で就任を承諾した場合、議事録援用が可。ただし総会議事録に「被選任者は全員その場で就任を承諾した」等の記載が必要





理事及び代表理事の就任承諾を総会議事録及び理事会議事録で援用した場合は、就任承諾書を添付する必要はありません





理事会の席上で就任を承諾した場合、議事録援用が可。ただし理事会議事録に「被選定者は全員その場で就任を承諾した」等の記載が必要





理事を辞任したため、代表理事を辞任した場合に添付








